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現在の条例（分けずに、追記案） 東田からの改正案（分けずに、追記案）

 第４章　町内会及び町民活動団体 

（町内会及び町民活動団体の定義） 

第15条　町内会とは、居住する地域の地縁による団体

をいいます。 

２　町民活動団体とは、主体性をもって組織し、社会

貢献活動により公益の増進に寄与する団体をいいま

す。 

第４章　町内会及び町民活動団体 

（町内会及び町民活動団体の定義） 

第15条　町内会とは、地域の総意を代表する組織とし

て、また地域コミュニティ組織として、町民主体の自

治の実現に向けて重要な組織であり、居住する地域の

共助の基盤である団体をいいます。 

２　町民活動団体とは、主体性をもって組織し、社会

貢献活動により公益の増進に寄与する団体をいいま

す。

 （町内会及び町民活動団体の役割） 

第16条　町内会及び町民活動団体は、地域社会におい

て自ら考え、行動し、活動の充実に取り組みます。 

２　町内会及び町民活動団体は、多くの町民の参加を

促進するために必要な環境をつくります。 

３　町内会及び町民活動団体は、地域の課題解決のた

め、相互の連携や行政との協働により、活動の充実を

図ります。 

４　町内会及び町民活動団体は、地域社会における課

題解決のために、行政に対し、協議提案をすることが

できます。

（町内会及び町民活動団体の役割） 

第16条　町内会及び町民活動団体は、地域社会におい

て自ら考え、行動し、活動の充実に取り組みます。 

２　町内会及び町民活動団体は、多くの町民の参加を

促進するために必要な環境をつくります。 

３　町内会及び町民活動団体は、地域の課題解決のた

め、相互の連携や行政との協働により、活動の充実を

図ります。 

４　町内会及び町民活動団体は、地域社会における課

題解決のために、行政に対し、協議提案をすることが

できます。

 （町内会及び町民活動団体にかかわる町民の役割） 

第17条　町民は、互いに助け合い、安心して心豊かに

暮らすことのできる地域社会の実現のために、町内会

及び町民活動団体を組織します。 

２　町民は、地域社会の担い手である町内会及び町民

活動団体の重要性を認識し、その活動に協調性をもっ

て積極的に参加し、これを守り育てます。

（町内会及び町民活動団体にかかわる町民の役割） 

第17条　町民は、互いに助け合い、安心して心豊かに

暮らすことのできる地域社会の実現のために、町内会

及び町民活動団体を組織します。 

２　町民は、地域社会の担い手である町内会及び町民

活動団体の重要性を認識し、その活動に協調性をもっ

て積極的に参加し、これを守り育てます。

 （町内会及び町民活動団体にかかわる議会の役割） 

第18条　議会は、町内会及び町民活動団体の自主性と

自立性を尊重し、連携を図ります。

（町内会及び町民活動団体にかかわる議会の役割） 

第18条　議会は、町内会及び町民活動団体の自主性と

自立性を尊重し、連携を図ります。

 （町内会及び町民活動団体にかかわる行政の役割） 

第19条　行政は、町内会及び町民活動団体の自主性と

自立性を尊重し、連携を図るとともに、その活動を促

進するため、支援します。

（町内会及び町民活動団体にかかわる行政の役割） 

第19条　行政は、町内会及び町民活動団体の自主性と

自立性を尊重し、連携を図るとともに、その活動を促

進するため、支援します。 

２　町内会の加入促進への協力連携と合わせ、時代の

ニーズに即した行政と町内会における連携を図りま

す。

会議資料２



 
現在の条例（章を分ける案） 東田からの改正案（章を分ける案

 第４章　町内会及び町民活動団体 

（町内会及び町民活動団体の定義） 

第15条　町内会とは、居住する地域の地縁による団体

をいいます。 

２　町民活動団体とは、主体性をもって組織し、社会

貢献活動により公益の増進に寄与する団体をいいま

す。

第４章　町内会 

（町内会の定義） 

第15条　町内会とは、地域の総意を代表する組織とし

て、また地域コミュニティ組織として、町民主体の自

治の実現に向けて重要な組織であり、居住する地域の

共助の基盤である団体をいいます。 

 （町内会及び町民活動団体の役割） 

第16条　町内会及び町民活動団体は、地域社会におい

て自ら考え、行動し、活動の充実に取り組みます。 

２　町内会及び町民活動団体は、多くの町民の参加を

促進するために必要な環境をつくります。 

３　町内会及び町民活動団体は、地域の課題解決のた

め、相互の連携や行政との協働により、活動の充実を

図ります。 

４　町内会及び町民活動団体は、地域社会における課

題解決のために、行政に対し、協議提案をすることが

できます。

（町内会の役割） 

第16条　町内会は、地域社会において自ら考え、行動

し、活動の充実に取り組みます。 

２　町内会及び町民活動団体は、多くの町民の参加を

促進するために必要な環境をつくります。 

３　町内会及び町民活動団体は、地域の課題解決のた

め、相互の連携や行政との協働により、活動の充実を

図ります。 

４　町内会及び町民活動団体は、地域社会における課

題解決のために、行政に対し、協議提案をすることが

できます。

 （町内会及び町民活動団体にかかわる町民の役割） 

第17条　町民は、互いに助け合い、安心して心豊かに

暮らすことのできる地域社会の実現のために、町内会

及び町民活動団体を組織します。 

２　町民は、地域社会の担い手である町内会及び町民

活動団体の重要性を認識し、その活動に協調性をもっ

て積極的に参加し、これを守り育てます。

（町内会にかかわる町民の役割） 

第17条　町民は、互いに助け合い、安心して心豊かに

暮らすことのできる地域社会の実現のために、町内会

及び町民活動団体を組織します。 

２　町民は、地域社会の担い手である町内会及び町民

活動団体の重要性を認識し、その活動に協調性をもっ

て積極的に参加し、これを守り育てます。

 （町内会及び町民活動団体にかかわる議会の役割） 

第18条　議会は、町内会及び町民活動団体の自主性と

自立性を尊重し、連携を図ります。

（町内会にかかわる議会の役割） 

第18条　議会は、町内会及び町民活動団体の自主性と

自立性を尊重し、連携を図ります。

 （町内会及び町民活動団体にかかわる行政の役割） 

第19条　行政は、町内会及び町民活動団体の自主性と

自立性を尊重し、連携を図るとともに、その活動を促

進するため、支援します。

（町内会にかかわる行政の役割） 

第19条　行政は、町内会及び町民活動団体の自主性と

自立性を尊重し、連携を図るとともに、その活動を促

進するため、支援します。 

２　町内会の加入促進への協力連携と合わせ、時代の

ニーズに即した行政と町内会における連携を図りま

す。

 第５章　町民活動団体 

（町民活動団体の定義） 

第20条　町民活動団体とは、主体性をもって組織し、

社会貢献活動により公益の増進に寄与する団体をいい

ます。



 （町民活動団体の役割） 

町内会との違いを、どのように表現するのか？ 

第21条　町内会及び町民活動団体は、地域社会におい

て自ら考え、行動し、活動の充実に取り組みます。 

２　町内会及び町民活動団体は、多くの町民の参加を

促進するために必要な環境をつくります。 

３　町内会及び町民活動団体は、地域の課題解決のた

め、相互の連携や行政との協働により、活動の充実を

図ります。 

４　町内会及び町民活動団体は、地域社会における課

題解決のために、行政に対し、協議提案をすることが

できます。

 （町民活動団体にかかわる町民の役割） 

町内会との違いを、どのように表現するのか？ 

第22条　町民は、互いに助け合い、安心して心豊かに

暮らすことのできる地域社会の実現のために、町内会

及び町民活動団体を組織します。 

２　町民は、地域社会の担い手である町内会及び町民

活動団体の重要性を認識し、その活動に協調性をもっ

て積極的に参加し、これを守り育てます。

 （町民活動団体にかかわる議会の役割） 

町内会との違いを、どのように表現するのか？ 

第23条　議会は、町内会及び町民活動団体の自主性と

自立性を尊重し、連携を図ります。

 （町民活動団体にかかわる行政の役割） 

町内会との違いを、どのように表現するのか？ 

第24条　行政は、町内会及び町民活動団体の自主性と

自立性を尊重し、連携を図るとともに、その活動を促

進するため、支援します。


